
等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）

(1) 行政職給料表

（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

１級 2,273 14.5% 主事 1,423 4,095 26.1% 主事級

技師 484

社会福祉主事 21

判定員 20

相談員 9

福祉指導員 15

児童自立支援専門員 4

保育士 1

普及職員 43

事務職員 246

文化財保護主事 1

少年育成専門官 4

航空整備士 2

２級 1,822 11.6% 主事 1,026

技師 269

社会福祉主事 16

判定員 17

相談員 5

福祉指導員 15

普及指導員 56

児童自立支援専門員 5

保育士 4

職業訓練指導員 2

普及職員 31

事務職員 319

文化財保護主事 1

少年育成専門官 4

航空整備士 8

主任 43

専門普及指導員 1

３級 2,547 16.2% 主任 1,952 179 2,547 16.2% 主任級

福祉専門員 72 6

職業訓練専門員 39 16

専門普及指導員 137 37

専門普及職員 11

主任主事 87 13

事務主任（道立学校） 2

事務主任（市町村立学校） 235 55

専門主任 1

係長 4

主査 4

社会教育主事 3

職制上の段階

職　　名
等級

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内　　訳

定型的な業務を行う職務

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職
務

１　主任の職務
２　主任主事の職務



（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

職制上の段階

職　　名
等級

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内　　訳

４級 5,701 36.3% 専門主任 1,347 5,701 36.3% 係長級

係長 1,682 54

主査 1,689 78

秘書 4

文書専門員 1

図書館等の課長 6

講師 1

身体障害者福祉司 1

児童福祉司 58 3

高等技術専門学院の科長 36

社会教育主事 37

事務主任（道立学校） 111 1

専門主任主事 177

専門事務主任 550

本庁等の主幹 1

５級 836 5.3% 係長 22 836 5.3% 困難係長級

主査 14

総括主査 119

調整幹 90

主任普及指導員 52

旭川子ども総合療育センター等の課長 25 1

人材育成専門員 13

用地専門員 10

検査専門員 23

総合振興局等の企画主幹 19 5

総合振興局社会福祉事務出張所等の長 12

総合振興局水産技術普及指導所支所等の長 14 2

総合振興局建設管理部出張所等の次長 64

総合振興局建設管理部出張所等の室長 6

高等技術専門学院等の主幹 20

農業大学校等の主任講師 4

診療所の事務長 1

主任児童福祉司 10 1

事務調整幹 3

事務主任 28

事務主幹 34

技能指導官 1

主監 2

海区漁業調整委員会等の事務局長 11

本庁等の課長補佐 33

本庁等の主幹 86

総合振興局等の課長 81

総合振興局等の室長 5

消防学校の主任講師 3

総合振興局建設管理部出張所等の長 19

社会教育主幹 2

事務長 9

技術主監 1

１　係長又は主査の職務
２　専門主任の職務
３　事務主任の職務
４　専門主任主事の職務

１　特に困難な業務を処理する係長又は主査の職務
２　特に困難な業務を処理する事務主任の職務
３　警察本部の課長補佐の職務
４　警察署の課長の職務



（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

職制上の段階

職　　名
等級

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内　　訳

６級 1,706 10.9% 本庁等の課長補佐 473 1 1,706 10.9% 課長補佐級

本庁等の主幹 415 3

総括普及指導員 10

主任文書専門員 1

主任技師 1

職業訓練指導主事 1

総合振興局等の課長 289

総合振興局等の室長 28 3

消防学校の主任講師 1

総合振興局農業改良普及センター等の次長 19

総合振興局建設管理部出張所等の長 106 1

調査員 4

社会教育主幹 4

美術館（近代美術館を除く）の副館長 4

道立学校等の事務長 224 18

事務主幹 70

室長補佐 1

隊長補佐 4

班長 4

主監 11

調査官 11

指導官 2

会計官 2

警察学校の科長 2

警察方面本部のセンター等の長 7

警察方面本部等の次席 5

技術主監 3

連合海区漁業調整委員会事務局長 1

本庁等の課長 2

参事 1

７級 455 2.9% 本庁等の課長 145 455 2.9% 課長級

参事 59

本庁等の課室長 11

文書館等の長 3

首席普及指導員 3

上席普及指導員 9

総合振興局等の部長 74

総合振興局等の室長 47

総合振興局等の室次長 19

精神保健福祉センター等の次長 2

旭川子ども総合療育センター事務長 1

児童相談所等の長 46

副参与 1

本庁等の局次長 1

教育局の次長 14

道立学校等の事務長 12

警察本部の次席 1

警察本部のセンター等の長 6

技術監査監 1

８級 252 1.6% 行政情報センター所長 1 252 1.6% 局長級

本庁等の課長 124

参事 6

本庁等の局長 39

本庁等の室長 3

本庁等の局次長 17

総合振興局等の副局長 30

消防学校等の長 7

札幌道税事務所等の部長 3

総合振興局等の室長 7

教育局等の長 14

近代美術館副館長 1

１　本庁の課長補佐又は主幹の職務
２　総合振興局又は振興局の課長又は主幹の職務
３　教育庁の課長補佐又は主幹の職務
４　道立学校の事務長の職務
５　警察本部の調査官又は困難な業務を処理する課
　長補佐の職務
６　困難な業務を処理する警察署の課長の職務
７　委員会等の事務局の課長補佐又は主幹の職務
８　労働委員会の事務局の課長補佐又は主幹の職務

１　本庁の課長の職務
２　総合振興局又は振興局の部長の職務
３　教育庁の課長の職務
４　特に困難な業務を処理する道立学校の事務長の
　職務
５　警察本部の課長の職務
６　委員会等の事務局の課長の職務
７　労働委員会の事務局の課長の職務

１　本庁の局長又は特に困難な業務を処理する本庁
　の課長の職務
２　総合振興局又は振興局の副局長の職務
３　教育庁の局長又は特に困難な業務を処理する教
　育庁の課長の職務
４　特に困難な業務を処理する警察本部の課長の職
　務
５　委員会等の事務局の次長又は特に困難な業務を
　処理する委員会等の事務局の課長の職務
６　労働委員会の事務局の次長又は特に困難な業務
　を処理する労働委員会等の事務局の課長の職務



（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

職制上の段階

職　　名
等級

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内　　訳

９級 102 0.6% 本庁等の局長 44 102 0.6% 次長級

本庁等の次長 9

技監 3

本庁等の局次長 4

知事室長 1

職員監 1

危機管理監 1

イノベーション推進監 1

グローバル戦略推進監 1

次世代社会戦略監 1

交通企画監 1

アイヌ政策監 1

子ども応援社会推進監 1

観光振興監 1

食産業振興監 1

ゼロカーボン推進監 1

食の安全・みどりの農業推進監 1

森と海の未来づくり推進監 1

建築企画監 1

労働委員会事務局長 1

総合振興局等の長 18

参与 3

選挙管理委員会事務局長 1

学校教育監 1

参事官 3

10級 13 0.1% 本庁等の部長 9 13 0.1% 部長級

会計管理者 1

議会事務局長 1

監査委員事務局長 1

人事委員会事務局長 1

15,707 100.0%

備考 　(1) 「うち暫定再」とは、地方公務員法改正附則（令和３年６月11日法律第63号）第４条第１項で規定する暫定再任用職員。

　(2) この表の職員数欄には、次の表に掲げる定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員（以下、「定年前再任用短時間勤務職員等」という。）

　　並びに技能労務職員の人数は含まない。

○　定年前再任用短時間勤務職員等の職員数

等級 職員数

３級 主任 379

主任主事 17

福祉専門員 5

専門普及指導員 1

402

○　技能労務職員の職員数

うち
再任用

２級 公務補 13 13 8

調理員 3 3

事務生 3 3 1

介護員 9 9 1

農務従事員 1 1

３級 公務補 4

事務生 5

介護員 4

農務従事員 1

４級 公務補 27

調理員 6

事務生 6

介護員 22

農務従事員 1

守衛長 1

106 29 10

合　　　計

１　本庁の部に置かれる次長又は特に困難な業務を
　処理する本庁の局長の職務
２　総合振興局若しくは振興局の長の職務
３　特に困難な業務を処理する教育庁の局長の職務
４　警察本部の参事官の職務
５　特に困難な業務を処理する委員会等の事務局の
　次長の職務
６　労働委員会の事務局の長の職務

１　本庁の部長又は会計管理者の職務
２　教育庁の部長の職務
３　委員会等の事務局の長との職務

計

職　　名

計

等級 職　　名
職員数

再任用
短時間



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）
(2) 公安職給料表

（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

１級 巡査の職務 巡査 1,301

巡査長 3

２級 １　巡査長の職務 巡査 181

２　高度の知識又は経験を必要とする業務を行う 巡査長 947

　巡査の職務 主任（分隊長及び助教を含む） 16

４級 １　係長の職務 巡査長 64

２　困難な業務を処理する主任の職務 主任（分隊長及び助教を含む） 2,265

係長（小隊長及び教官を含む） 998 59

５級 困難な業務を処理する係長の職務 係長（小隊長及び教官を含む） 1,675

課長補佐（主監、班長及び中隊長を含む） 37

警察署の課長 140

６級 １　本部の課長補佐の職務 課長補佐（室長補佐、隊長補佐、所長補佐、主監、班長及び中隊長を含む） 150

技能指導官 2

警察署の課長 126

７級 １　本部の調査官又は困難な業務を処理する 課長補佐（室長補佐、隊長補佐、所長補佐、主監、班長及び中隊長を含む） 218

技能指導官 5

警察署の課長 99

副署長 31

161

警察本部等の次席 53

警察本部のセンター等の長 10

８級 １　本部の課長の職務 警察本部等の課長 41

警察本部等の隊長 7

監察官 11

理事官 5

２　警察署の長又は困難な業務を処理する 総合企画官 1

　警察署の副署長の職務 組織犯罪対策官 2

災害対策官 1

管理官 34

訟務官 1

警察学校の次長 3

総務官 4

運転免許管理官 3

署長 31

副署長 33

９級 １　本部の参事官又は困難な業務を処理する本部 参事官 20

警察本部の課長 9

　の課長の職務 組織犯罪対策局長 1

２　困難な業務を処理する警察署の長の職務 運転免許センター長 1

副校長 1

署長 26

10,440 100.0%

備考 　「うち暫定再」とは、地方公務員法改正附則（令和３年６月11日法律第63号）第４条第１項で規定する暫定再任用職員。

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内　　訳 職制上の段階

職　　名

1,304 12.5%

2,448 23.4% 巡査級

1,144 11.0%

３級 １　主任の職務

1,723 16.5%

巡査 2
２　困難な業務を処理する巡査長の職務

巡査長 733 1,723 16.5% 主任級

主任（分隊長及び助教を含む） 988 5

3,327 31.9% 3,327 31.9% 係長級

17.7% 困難係長級

2.7% 課長補佐級

1,852 17.7% 1,852

278 2.7% 278

調査官級
調査官（指導官、検視官、科長、警務官等の官、分庁舎所長、交番
所長及び空港警備派出所長を含む）

177 1.7% 177 1.7% 課長級

577 5.5% 577 5.5%

0.6% 参事官級

合　　計

58 0.6% 58



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）

(3) 海事職給料表

（人） （％） 職名 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

１級
19 15.4%

船員 18
26 21.1% 船員級

警察の一等機関士 1

２級
7 5.7%

船員 6

工作長 1

３級 56 45.5% 航海主任 5 56 45.5% 主任級

機関主任 2 2

二等航海士 4

二等機関士 3

二等船舶通信士 5

三等航海士 5

三等機関士 3

甲板長 5

操舵長 3

操機長 3

司厨長 3

工作長 2

事務長 3

冷凍長 2

警察の一等機関士 3

警察の船長 3

警察の機関長 2

４級 24 19.5% 船務班長 2 24 19.5% 係長級

本庁の一等航海士 2

本庁の一等機関士 6

通信長 6

副船長 1

警察の船長 3

警察の機関長 4

５級 17 13.8% 本庁の船長 6 17 13.8% 課長補佐級

本庁の機関長 6

副船長 3

実習管理監 2

123 100.0%

備考 　「うち暫定再」とは、地方公務員法改正附則（令和３年６月11日法律第63号）第４条第１項で規定する暫定再任用職員。

職制上の段階

１　本庁の一等航海士、一等機関士又は通信長の
　職務
２　警察の船長又は機関長の職務

本庁の船長又は機関長の職務

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

内訳

定型的な業務を行う船員の職務

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行
う船員の職務

１　本庁の二等航海士、二等機関士又は二等船舶通
　信士の職務
２　警察の一等機関士の職務

合計

合　　　計



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）

(4) 教育職給料表（高校）

（人） （％） 職名 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

１級 568 5.0% 助教諭 7 568 5.0% 助教諭級

実習助手 293 30

寄宿舎指導員 264 22

養護教諭 1

指導実習助手 2

栄養教諭 1

２級 10,105 88.4% 教諭 9,173 485 10,105 88.4% 教諭級

養護教諭 361 22

指導実習助手 220

栄養教諭 50 2

講師 3

専門寄宿舎指導員 298

特２級 90 0.8% 主幹教諭 90 90 0.8% 主幹教諭級

３級 408 3.6% 副校長 42 408 3.6% 教頭級

教頭 366 22

４級 257 2.2% 教育指導監 3 257 2.2% 校長級

課長 2

校長 252 2

11,428 100.0%

備考 　(1) 「うち暫定再」とは、地方公務員法改正附則（令和３年６月11日法律第63号）第４条第１項で規定する暫定再任用職員。
　(2) この表の職員数欄には、次の表に掲げる定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員（以下、「定年前再任用
　　短時間勤務職員等」という。）並びに技能労務職員の人数は含まない。

○　定年前再任用短時間勤務職員等の職員数
等級 職員数
１級 実習助手 8
２級 教諭 79

養護教諭 4
91

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳

１　高等学校又は中等教育学校の教諭、養護教諭又
　は指導実習助手の職務
２　特別支援学校の教諭、養護教諭、栄養教諭、指
　導実習助手又は専門寄宿舎指導員の職務

計

主幹教諭の職務

副校長又は教頭の職務

職制上の段階

１　高等学校又は中等教育学校の助教諭、養護助教
　諭又は実習助手の職務
２　特別支援学校の助教諭、養護助教諭、実習助手
　又は寄宿舎指導員の職務

職　　名

校長の職務

合　　　計



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）

(5) 教育職給料表（中・小）

（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

１級 115 0.5% 助教諭 112 115 0.5% 助教諭級

養護助教諭 3

２級 18,660 86.7% 教諭 17,187 533 18,660 86.7% 教諭級

養護教諭 1,185 45

栄養教諭 282 3

講師 6

特２級 342 1.6% 主幹教諭 342 342 1.6% 主幹教諭級

３級 1,232 5.7% 副校長 1 1,232 5.7% 教頭級

教頭 1,231 5

４級 1,176 5.5% 課長 1 1,176 5.5% 校長級

義務教育指導監 14

校長 1,161 3

21,525 100.0%

備考 　(1) 「うち暫定再」とは、地方公務員法改正附則（令和３年６月11日法律第63号）第４条第１項で規定する暫定再任用職員。
　(2) この表の職員数欄には、次の表に掲げる定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員（以下、「定年前再任用
　　短時間勤務職員等」という。）並びに技能労務職員の人数は含まない。

○　定年前再任用短時間勤務職員等の職員数
等級 職員数
２級 教諭 239

239

内訳 職制上の段階

副校長又は教頭の職務

主幹教諭の職務

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

助教諭又は養護助教諭の職務

教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

職名

計

校長の職務

職　　名

合　　　計

合計



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）

(6) 研究職給料表

（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

１級
65 39.9% 研究職員級

２級 研究職員 41 6

学芸員 24 4

３級 研究職員 15 61 37.4% 係長級

学芸員 2

学芸主査 7

研究主査 1

衛生研究所主査 16

主任学芸員 4

課長 4

科長 7

副室長 4

調整幹 1

４級 課長 1 26 16.0% 課長補佐級

学芸主幹 7

主幹 9

主任研究官 2

専門研究官 3

室長 4

５級 学芸副館長 2 11 6.7% 課長級

部長 8

副所長 1

163 100.0%

備考 　(1) 「うち暫定再」とは、地方公務員法改正附則（令和３年６月11日法律第63号）第４条第１項で規定する暫定再任用職員。

　(2) この表の職員数欄には、次の表に掲げる定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員（以下、「定年前再任用

　　短時間勤務職員等」という。）並びに技能労務職員の人数は含まない。

○　定年前再任用短時間勤務職員等の職員数

等級 職員数

２級 研究職員 1

1

16.0%

6.7%

職制上の段階合計

65

61

26

職　　名

計

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

内訳

１　相当高度の知識経験に基づき困難な研究を独立
　して、又は指導して行う研究員（職員）の職務
２　相当高度の知識経験に基づき独立して、又は上
　級の研究員（職員）の概括的な指導の下に研究を
　行う研究員（職員）の職務

１　北海道博物館の学芸主査の職務
２　衛生研究所の主査の職務
３　科学捜査研究所の科長の職務
４　高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して
　行う研究員の職務

上級の研究員の指揮監督の下に補助的研究を行う研
究補助員（職員）の職務

１　北海道博物館の学芸主幹の職務
２　衛生研究所の主幹の職務
３　科学捜査研究所の主任研究官の職務

１　北海道博物館の学芸副館長又は部長の職務
２　衛生研究所の所長又は部長の職務
３　科学捜査研究所の長の職務

合　　　計

職名

11

39.9%

37.4%



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）

(7) 医療職給料表(1)

（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

１級 医師 12 22 30.6% 医師級

主任技師 3

２級 医師 1

歯科医師 2

主任技師 3

医長 1

３級 主任技師 3 10 13.9% 係長級

講師 1

医長 5

旭川子ども総合療育センター課長 1

主幹 1 4 5.6% 課長補佐級

心身障害者総合相談所課長 1

副院長 1

室長 1

４級 医療参事 10 27 37.5% 課長級

総合振興局等の部長 6

室長 3

道立診療所等の長 8

技監 8 9 12.5% 次長級

参与 1

72 100.0%

備考 　「うち暫定再」とは、地方公務員法改正附則（令和３年６月11日法律第63号）第４条第１項で規定する暫定再任用職員。

15 20.8%

50.0%

合　　　計

１　診療所の長の職務
２　技監又は医療参事の職務

相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を
行う職務

１　医長の職務
２　主任技師の職務

14

36

7 9.7%

19.4%

医療業務を行う職務

職名

職制上の段階
等級

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

内訳合計



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）
(8) 医療職給料表(2)

（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

１級 臨床検査技師 1 103 13.9% 技師級

２級 薬剤師 6

獣医師 30

栄養士 3

歯科衛生士 1

管理栄養士 38

作業療法士 2

言語聴覚士 3

診療放射線技師 2

臨床検査技師 15

学校栄養職員 2

３級 専門員 50 169 22.8% 主任級

理療専門員 1

医療検査専門員 8

主査 1

４級 専門員 90 19

理療専門員 9 1

医療検査専門員 10 2

５級 指導専門員 77 317 42.8% 係長級

指導理療専門員 21

指導医療検査専門員 10

係長 79 1

主査 123 3

企画主幹 5 1

旭川子ども総合療育センター課長 1

旭川子ども総合療育センター薬局長 1

６級 調整幹 5 119 16.1% 課長補佐級

課長補佐 6

主幹 4

総合振興局等の課長 74

技術主幹 9 1

家畜保健衛生所等の次長 15 1

室長 6 1

７級 家畜保健衛生所等の長 15 32 4.3% 課長級

家畜保健衛生所等の次長 7

８級 本庁の課長 3

家畜保健衛生所等の長 7

740 100.0%

備考 　(1) 「うち暫定再」とは、地方公務員法改正附則（令和３年６月11日法律第63号）第４条第１項で規定する暫定再任用職員。

　(2) この表の職員数欄には、次の表に掲げる定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員（以下、「定年前再任用

　　短時間勤務職員等」という。）並びに技能労務職員の人数は含まない。

○　定年前再任用短時間勤務職員等の職員数

等級 職員数

４級 専門員 4

医療検査専門員 1

5

職制上の段階

13.8%

8.1%

14.7%

42.8%

内訳合計

1

317

職名

102

0.1%

22

10

3.0%

1.4%

16.1%

計

職　　名

家畜保健衛生所の長又は特に困難な業務を処理する
家畜保健衛生所の次長の職務

１　本庁の課長の職務
２　特に困難な業務を処理する家畜保健衛生所の
　長の職務

合　　　計

特に困難な業務を処理する専門員の職務 109

60

１　薬局長の職務
２　係長又は主査の職務
３　指導専門員の職務

１　本庁の課長補佐又は主幹の職務
２　総合振興局又は振興局の課長の職務
３　家畜保健衛生所の次長又は課長の職務

119

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

１　診療放射線技師の職務
２　臨床検査技師又は衛生検査技師の職務
３　栄養士の職務
４　理学療法士又は作業療法士の職務
５　歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指
　圧師、はり師又はきゅう師の職務（以下「歯科衛
　生士等」という。）の職務

１　獣医師の職務
２　薬剤師の職務
３　特に困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検
　査技師、衛生検査技師、栄養士、理学療法士、作
　業療法士又は歯科衛生士等の職務

専門員の職務



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）
(9) 医療職給料表(3)

（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

１級
47 11.4% 看護師級

２級 保健師 45

看護師 2

３級 保健師 25 124 30.0%

看護師 1

主任保健師 39 4 主任級

主任看護師 10 5

主任 1

４級 主任保健師 16

主任看護師 6

講師 17 1

指導主任保健師 3

指導主任看護師 5

主査 1

５級 講師 1 203 49.0% 係長級

指導主任准看護師 2

指導主任保健師 62

指導主任看護師 49

係長 43 2

主査 31 1

看護師長 3

副看護師長 4

教務主査 8

６級 調整幹 1 40 9.7% 課長補佐級

課長補佐 1

課長 26

技術主幹 2 2

副学院長 3

教務主幹 5

副院長 1

副総看護師長 1

７級
課長級

414 100.0%

備考 　(1) 「うち暫定再」とは、地方公務員法改正附則（令和３年６月11日法律第63号）第４条第１項で規定する暫定再任用職員。

　(2) この表の職員数欄には、次の表に掲げる定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員（以下、「定年前再任用

　　短時間勤務職員等」という。）並びに技能労務職員の人数は含まない。

○　定年前再任用短時間勤務職員等の職員数

等級 職員数

３級 主任保健師 2

2計

職　　名

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

内訳

１　本庁の課長補佐又は主幹の職務
２　総合振興局又は振興局の課長の職務
３　総看護師長の職務
４　警察本部の課長補佐の職務

１　特に困難な業務を処理する主任看護師等の職務
２　特に困難な業務を処理する主任の職務

准看護師の職務

１　主任看護師、主任保健師又は主任准看護師
　（以下「主任看護師等」という。）の職務
２　特に困難な業務を処理する看護師又は
　保健師の職務
３　主任の職務

合計

48

203１　看護師長の職務
２　係長又は主査の職務
３　指導主任看護師、指導主任保健師若しくは
　指導主任准看護師の職務

１　看護師の職務
２　保健師の職務
３　特に困難な業務を行う准看護師の職務

76

合　　　計

職名

職制上の段階

40

11.6%

49.0%

9.7%

本庁の課長の職務

18.4%

47 11.4%



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）

(10) 企業局（行政職給料表）

（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

17 15.9% 主事級

２級 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 主事 1

技師 8

３級 主任の職務
21 19.6%

主任 21
21 19.6% 主任級

４級 専門主任 12 40 37.4% 係長級

係長 18

主査 10

５級 １　特に困難な業務を処理する主査又は係長の職務 総括主査 1 6 5.6% 困難係長級

２　工業用水道管理事務所の次長の職務 調整幹 1

2

課長補佐 1

工業用水道管理事務所の長 1

６級 5 12 11.2% 課長補佐級

4

工業用水道管理事務所の長 1

2

７級 課長 3 7 6.5% 課長級

室長 2

発電管理事務所の長 2

８級 特に困難な業務を処理する課長の職務
2 1.9%

課長 2
2 1.9% 困難課長級

企業局の次長 1 2 1.9% 次長級

企業局長 1

107 100.0%

備考 　「うち暫定再」とは、地方公務員法改正附則（令和３年６月11日法律第63号）第４条第１項で規定する暫定再任用職員。

９級

工業用水道管理事務所の次長

合　　　計

１　課長、担当課長又は室長の職務
２　発電管理事務所の所長の職務

１　課長補佐又は主幹の職務
２　工業用水道管理事務所の所長の職務
３　発電管理事務所の次長の職務

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
内訳合計

8
定型的な業務を行う職務１級 技師 8

職制上の段階

7.5%

37.4%

11.2% 課長補佐

発電管理事務所の次長

職名

主幹

１　主査又は係長の職務
２　専門主任の職務

9 8.4%

40

2

6.5%

1.9%

12

7

6 5.6%

局長又は局次長の職務



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）

(11) 道立病院局（行政職給料表）

（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

１級
7 5.4%

主事 7
21 16.2% 主事級

２級 主事 12

保育士 2

３級 主任 11 2 22 16.9% 主任級

福祉専門員 6 2

主任社会福祉士 3

主任精神保健福祉士 1

主任公認心理師 1

４級 専門主任 18 56 43.1% 係長級

指導主任社会福祉士 6

指導主任精神保健福祉士 4

指導主任公認心理師 2

係長 11

主査 12 2

科長 3 1

５級 13 係長 1 13 10.0% 困難係長級

総括主査 1

調整幹 2

病院の課長 4 1

病院の主幹 4

副室長 1

６級 本庁の課長補佐 3 7 5.4% 課長補佐級

本庁の主幹 3

1

７級 事務長 4
6 4.6% 課長級

2

８級 本庁の課長 1 3 2.3% 困難課長級

次長 1

事務長 1

９級 次長 1 2 1.5% 次長級

部長 1

130 100.0%

備考 　「うち暫定再」とは、地方公務員法改正附則（令和３年６月11日法律第63号）第４条第１項で規定する暫定再任用職員。

１　特に困難な業務を処理する主査の職務
２　本庁の副主幹の職務
３　病院（子ども総合医療・療育センターを除
　く）の課長、主幹又は地域連携室副室長の職務
４　向陽ヶ丘病院認知症疾患センター副センター
　長の職務

本庁等の課長

1.5%

合　　　計

道立病院部長又は特に困難な業務を処理する本庁
の次長の職務

2

１　本庁の課長又は参事の職務
２　子ども総合医療・療育センター企画総務課長
　の職務
３　病院（子ども総合医療・療育センターを除く）
　の事務長の職務

１　本庁の次長又は特に困難な業務を処理する本
　庁の課長の職務
２　子ども総合医療・療育センター事務長の職務

6

3

4.6%

2.3%

職制上の段階

職　　名

子ども総合医療・療育センター地域連携課長

１　特に高度の知識又は経験を必要とする業務
　を行う職務
２　特に困難な業務を行う社会福祉士等の職務

14 10.8%

１　主任の職務
２　主任社会福祉士、主任精神保健福祉士又は
　主任公認心理師の職務

１　主査、係長又は科長の職務
２　専門主任の職務
３　指導主任社会福祉士、指導主任精神保健福
　祉士又は指導主任公認心理師の職務

22

56

16.9%

43.1%

10.0%

１　本庁の課長補佐又は主幹の業務
２　子ども総合医療・療育センター主幹の職務
３　子ども総合医療・療育センター地域連携課長
　の職務

7 5.4%

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

内　　訳合計

１　定型的な業務を行う職務
２　社会福祉士等の職務



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）

(12) 道立病院局（医療職給料表(1)）

（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

１級 医師 8
10 14.3% 医師級

医長 2

２級 医師 1
8 11.4%

医長 7

３級 医長 32
32 45.7% 係長級

副院長 3
11 15.7% 課長補佐級

部長 5

3

４級 道立病院の長 4
8 11.4% 課長級

副センター長 2

室長 1

1

子ども総合医療・療育センターの長 1
1 1.4% 次長級

70 100.0%

備考 　「うち暫定再」とは、地方公務員法改正附則（令和３年６月11日法律第63号）第４条第１項で規定する暫定再任用職員。

8 11.4%

子ども総合医療・療育センターに置くセンターのセンター長

14.3%

職制上の段階内訳合計

10

職名

61.4%

12.9%

子ども総合医療・療育センターに置くセンターのセンター長

43

医療業務を行う職務

１　本庁の主幹の職務
２　病院（子ども総合医療・療育センターを除
　く）の副院長の職務
３　子ども総合医療・療育センターの部長、総
　合発達支援センター長、特定機能周産期母子
　医療センター長、循環器病センター長又は在
　宅支援室長の職務
４　医長又は主任技師の職務

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務
を行う職務

9１　医療指導参事、医療参事又は人材確保対策
　室長の職務
２　子ども総合医療・療育センター長の職務
３　病院長の職務
４　子ども総合医療・療育センターの副センター
　長、地域連携センター長又は医療安全推進室長
　の職務

合　　　計



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）
(13) 道立病院局（医療職給料表(2)）

（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

１級 6 5.0% 技師級

２級 理学療法士 1

作業療法士 2

診療放射線技師 1

臨床検査技師 2

３級 専門員 4 39 32.2% 主任級

理療専門員 4 1

医療検査専門員 2 8

４級 専門員 9

理療専門員 9

医療検査専門員 11

５級 指導専門員 8 71 58.7% 係長級

指導理療専門員 22

指導医療検査専門員 19

係長 3

主査 8

科長 10 1

課長 1

６級 主幹 1
5 4.1% 課長補佐級

薬局長 3

部長 1

121 100.0%

備考 　「うち暫定再」とは、地方公務員法改正附則（令和３年６月11日法律第63号）第４条第１項で規定する暫定再任用職員。

１　本庁の課長補佐、主幹又は技術主幹の職務
２　子ども総合医療・療育センターの薬局部長
　の職務
３　薬局長の職務
４　病院の地域連携室副室長の職務
５　向陽ヶ丘病院認知症疾患センター副センター
　長の職務

合　　　計

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

専門員、理療専門員又は医療検査専門員（以下「専
門員等」という。）の職務

１　診療放射線技師又は臨床検査技師の職務
２　臨床工学技士又は管理栄養士の職務
３　理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は
　視能訓練士の職務

１　薬剤師の職務
２　特に困難な業務を行う診療放射線技師、臨床
　検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、理学療
　法士、作業療法士、言語聴覚士又は視能訓練士
　の職務

6

特に困難な業務を処理する専門員等の職務

１　主査、係長又は科長の職務
２　子ども総合医療・療育センターリハビリテー
　ション課長の職務
３　指導専門員、指導理療専門員又は指導医療検
　査専門員の職務

職制上の段階

29

71

5

5.0%

8.3%

24.0%

58.7%

4.1%

10

内訳合計

職名



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）
(14) 道立病院局（医療職給料表(3)）

（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

１級 66 14.5% 看護師級

２級

66 14.5%

看護師 66

３級 看護師 27
150 33.0% 主任級

主任准看護師 2 2

主任看護師 73 11

４級 主任保健師 1

主任看護師 26

指導主任准看護師 1

指導主任看護師 20

５級 指導主任准看護師 4 221 48.7% 係長級

指導主任保健師 1

指導主任助産師 8

指導主任看護師 141

係長 1

主査 4

科長 1

看護師長 23

副看護師長 38

６級 主幹 2 16 3.5% 課長補佐級

副院長 4

副総看護師長 4

副室長 3

副センター長 1

副看護部長 2

７級
1 0.2%

部長 1
1 0.2% 課長級

454 100.0%

備考 　(1) 「うち暫定再」とは、地方公務員法改正附則（令和３年６月11日法律第63号）第４条第１項で規定する暫定再任用職員。

　(2) この表の職員数欄には、次の表に掲げる定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員（以下、「定年前再任用

　　短時間勤務職員等」という。）並びに技能労務職員の人数は含まない。

○　定年前再任用短時間勤務職員等の職員数

等級 職員数

３級 主任看護師 4

4計

内訳

准看護師の職務

１　主任看護師、主任保健師、主任助産師又は
　主任准看護師（以下「主任看護師等」という。）
　の職務
２　特に困難な業務を処理する看護師、保健師又は
　助産師の職務

１　看護師の職務
２　保健師又は助産師の職務
３　特に困難な業務を行う准看護師の職務

子ども総合医療・療育センター看護部長の職務

職　　名

合計

102

合　　　計

職名
等級

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

特に困難な業務を処理する主任看護師等の職務

１　看護師長の職務
２　主査、係長又は科長の職務
３　本庁の副主査の職務
４　副看護師長の職務
５　指導主任看護師、指導主任保健師、指導主任
　助産師又は指導主任准看護師の職務

１　本庁の課長補佐、主幹又は看護主幹の職務
２　病院の副院長の職務
３　子ども総合医療・療育センターの主幹又は副
　看護部長の職務
４　病院（子ども総合医療・療育センターを除く）
　の副総看護師長又は地域連携室副室長の職務
５　向陽ヶ丘病院認知症疾患センター副センター
　長の職務

職制上の段階

48

221

16

22.5%

10.6%

48.7%

3.5%



等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）

(15)育休代替任期付職員（地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項第１号職員）

（医療職給料表(2)）

（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

３級 1 100% 1 1 100% 主任級

等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）
(16) 第１号任期付研究員（一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第３条第１号職員）

（人） （％） 職名 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

２号俸 1 100% 特別研究員 1 1 100%

等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）
(17) 特定任期付職員（一般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条第１項職員）

（人） （％） 職名 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

１号俸

３号俸

４号俸

等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和６年４月１日現在）

(18) 一般任期付職員（一般職の任期付職員の採用等に関する条例第３条第１項職員）

（行政職給料表）

（人） （％） 職員数 うち暫定再 （人） （％） 段階

２級 1 6% 1 1 6% 主事級

３級 15 88% 15 15 88% 主任級

６級 1 6% 1 1 6% 課長補佐級

備考 　「うち暫定再」とは、地方公務員法改正附則（令和３年６月11日法律第63号）第４条第１項で規定する暫定再任用職員。

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

内　　訳

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識
経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 危機対策企画幹 1

職　　名

1 20%

号俸

危機対策調整員

内訳

内訳合計

合計

1

高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により
当該研究分野において特に優れた研究者と認められ
ている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究
を独立して行う研究員の職務に従事する場合

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

号俸
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験
を活用して業務に従事する場合

等級
合計等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

本庁の課長補佐又は主幹の職務 デジタル化推進幹

特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職
務

主事

主任の職務

主任の職務 主任

合計

1 20%

職制上の段階

職制上の段階

職制上の段階

内　　訳

職　　名

主任

危機対策推進幹
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験
を活用して特に困難な業務に従事する場合 3 60% 3

職制上の段階

1

3

1

20%

60%

20%


